
新規協会利用者サポート割引

キックオフ
当協会のご利用がなく、金融機関と継続して
融資取引をされているお客様の保証料率を

一律0.15％割引します！

会計参与を設置されている方は、さらに、０.１％割引します！
※「事業者選択型経営者保証非提供制度」をご利用の場合は、信用保証料割引が適用された後に信用保証料が
上乗せとなります。

e
【お問い合わせ先】
本店保証部 ＴＥＬ043-221-8111

松戸支店保証課 ＴＥＬ047-365-6010

https://www.chiba-cgc.or.jp

区分 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

通常保証料率 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45

割引後 料率 1.75 1.60 1.40 1.20 1.00 0.85 0.65 0.45 0.30

対象となるお客様

①現在、当協会の利用残高がない方
②３年以上の業歴を有する方
③申込金融機関と１年以上融資取引がある方
④債務者区分が「正常先」の方

対象となる保証制度

①協会制度
（普通保証、財務要件型無保証人保証制度
の２制度）
②千葉県制度
（事業資金、小規模事業資金など６制度）
③市町村預託制度
（市町村ごとに対象となる制度は異なります）
※詳細は協会ＨＰからご確認ください。

利用限度額

①１社あたり、８，０００万円を上限とします。
②本キックオフの利用開始から１年以内に限り、
本キックオフを再度利用することができます。

融資要件

申込金融機関は、①、②のどちらかの要件を
満たす必要があります。
①本キックオフの申込時点に、申込金額の６割
以上のプロパー融資の残高を有している。
②本キックオフの実行と同時に、保証付き融資
実行額の６割以上となるようプロパー融資を実
行する。

R6.3 改正
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